
資料２

通信・放送の総合的な法体系に関する検討アジェンダ

「伝送サービス規律」について
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「検討アジェンダ」に対する意見（１）

項 目 意 見

１．法体系全般

２頁

③ 具体的には、現状のサービスごとの「縦割り型」の法体系に

ついて見直しを行い、特に、「コンテンツサービス」、「伝送サー

ビス」、「伝送設備」の３つのレイヤーを観念した上で全体として

放送のデジタル化やブロードバンド化等に伴う市場環境の激し
い変化の中にあって、ケーブルテレビも既に地上・ＢＳ放送のデ
ジタル放送再送信や多チャンネル放送、高速インターネット、固
定電話サービス等の放送・通信サービスの提供を同一伝送路で
実施していますので 現状の「縦割り型」法体系から通信・放送の」、 伝送設備」 を観念 体

合理性のある法体系に改め、レイヤー内及びレイヤー間の事

業展開の自由度を高め、迅速かつ柔軟な事業展開が図られる

ようにするとともに、レイヤー内及びレイヤー間の規律を可能な

限り合理化し、統一的な競争条件及び利用者保護を検討する

実施していますので、現状の「縦割り型」法体系から通信・放送の
枠組みを撤廃した通信・放送の融合・提携型のサービスに対応し
た「横割り型」法体系への移行は賛同いたします。

仮に、巨大通信事業者が「コンテンツ」、「プラットフォーム」、「伝限り合理化し、統 的な競争条件及び利用者保護を検討する

ことは適当か。

仮に、巨大通信事業者が コンテンツ」、 プラットフォ ム」、 伝
送インフラ」の三つの機能を有することになれば、情報の自由な
流通、公正な競争の促進を妨げることが懸念されますので、巨大
通信事業者による垂直統合は、何らかの規律が必要と考えます。

現行のドミナントへの各種規制（レイヤー間取引、プラッフォー
ム機能等）を継続することを基本とした検討をお願いします。

また、ケーブルテレビは、地上放送等の再送信の他に自主放送
を行な ており 「コンテンツ」 「プラ トフォ ム」 「伝送インフを行なっており、「コンテンツ」、「プラットフォーム」、「伝送インフ
ラ」の三つの機能を有し、総合的かつ有機的に事業を行っており
ますので、法体系の見直しに当りましては、ケーブルテレビの機
能にも支障が生じないよう、検討をお願いいたします。
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「検討アジェンダ」に対する意見（２）

項 目 意 見

３．伝送サービス規律

４頁

（１）伝送サービス規律の再編

③ 具体的には、受託放送役務や有線テレビジョン放送のチャン

ネルリース及び有線放送電話等、外形的に伝送 サービスと類

ケーブルテレテレビ事業は、多くの場合は地域独占となってい
ます。

したがいまして、チャンネルリースの規律は、現行通り必要と考
えます。ネルリ ス及び有線放送電話等、外形的に伝送 サ ビスと類

型化できるもののうち規律趣旨が電気通信事業法の規律趣旨

と共通するものに係る規律については、基本的に電気通信事

業法の規律体系に取り込んで規律の一元化を図る方向で検討

することは適当か。（当該体系で捉えきれない部分については、

チャンネルリースの規律により、ケーブルテレビはこれまで受信
障害対策共聴施設等における情報格差是正や、地方自治体に
おけるチャンネルリースによる行政情報などの提供により、地域
貢献を果たしてまいりましたすることは適当か。（当該体系で捉えきれない部分については、

特別規定や適用除外規定を設ける方向で検討することは適当

か。）

貢献を果たしてまいりました。

地域住民の「知る権利」を保障するために、チャンネルリースの
規律を継続することが必要と考えます。

◆ご参考 ［チャンネルリースの具体的事例］

◇受信障害対策共聴施設等における情報格差是正の事例

関東地区ケーブルテレビによる外郭環状道路周辺の受信

障害対策共聴施設約６５千世帯への多チャンネル（ＣＳ放障害 策 聴施設約 帯 多 （ 放

送・コミュニティチャンネル）の配信等

◇地方自治体による行政情報などの提供事例

関東・信越・東海・中国地区等の地方自治体によるケーブ

ルテレビを利用した地域行政情報の提供（行政チャンネル
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ルテレビを利用した地域行政情報の提供（行政チャンネル

等）



「検討アジェンダ」に対する意見（３）

項 目 意 見

３．伝送サービス規律

４頁

（２）有線テレビジョン放送施設に関する規律の見直し有線テレビ

ジョン放送施設について、引き続き現行規律（設置の許可制、

他の有線テレビジョン放送事業者に対する施設の提供義務、

現行の有線テレビジョン放送法の「設置の許可制」等の現行規
律は、ケーブルテレビが果たしている機能・役割を維持するため
には有効に機能していると考えます。

例えば 設置の許可制について 国民に影響を与える一定の
譲渡等の認可制、円滑な設 置についての国等の配慮規定

等）を維持する方向と、現行規律を緩和して電気通信回線設

備を設置する電気通信事業者と同等の規律を適用する方向

のいずれの方向で検討することが適当か。

例えば、設置の許可制について、国民に影響を与える 定の
規模を超えるケーブルテレビ事業者が、何の規律もなしに事業を
開始し、また自己の都合により廃止することは、国民の「知る権
利」の確保や「受信者利益」の保護が損なわれことになるため、
今後とも施設の許可、許可の基準に対する一定の規律が必要と
考えます

の ずれの方向で検討する とが適当か。
考えます。

この度の検討に当りましては、これらの現行規定は維持する方
向で検討することが適当と考えます。
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「検討アジェンダ」に対する意見（４）

項 目 意 見

３．伝送サービス規律

４頁

（４） その他検討すべき事項

上記（１）～（３）以外に検討すべき事項はある

か。

ケーブルテレビでは不法受信の問題が発生しています。

これはアナログ放送もしくはデジタルの有料放送サービスのスクランブル

を違法チューナー等により解除し、ケーブルテレビ事業者との契約なしに無断で
受信する行為で、当該行為は抑止されないばかりか、新たな形態の不法受信もか。
顕在化しつつあります。

こうした事情を踏まえ、法律の規定により適切に対処し得るよう、行為規制、罰
則規定等を含めて検討していただくようお願いいたします。

◆ご参考 ［米国の事例］

・ １９９６年改正の連邦電気通信法（６３３条（４７Ｕ.Ｓ.Ｃ.５５３））。

・ケーブルテレビ事業者の許可なしに放送を受信・傍受することを禁止、違反

者には刑罰。

・一般罰則：罰金額最高＄１,０００、禁固刑６ヶ月以内いずれか、又は両方。

・商業目的（製造・販売を含む）：罰金額最高＄５０,０００（常習者＄１００,０００）、

禁固刑２年以内（常習者５年以内）いずれか、又は両方。

・サテライト放送、ワイヤレス放送等にも同様の規定がある（７０５条（ ４７Ｕ.Ｓ.

Ｃ.６０５）。
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「検討アジェンダ」に対する意見（５）

項 目 意 見

３．伝送サービス規律

４頁

（４） その他検討すべき事項

上記（１）～（３）以外に検討すべき事項はあるか。

通信・放送の技術基準に関し、「放送」の伝送は、電波かケーブ
ルテレビ（有線）かの違いがありますが、一致しているのは同時
に同じサービスを優位の差なく、確実に多くの視聴者に届けてい
るということであります。

現在、「放送」を伝送する、電波やケーブルテレビは、それぞれ
の法律や技術規定により、厳しくそれぞれの役割を果たすことが
求められています。

したがって、このような「放送」としての、「同時に」・「安定的に」・
「確実に」・「同じ品質」でサービスが行えるよう、技術基準が確保
されることが必要があると考えます。
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（ご参考） １．ケーブルテレビの事業概要＆事業規模

ケーブルテレビサービス概念図 事業概要

◇事業者数（連盟会員） ※Ｈ２０/３

地上波

BS

CS

◇事業者数（連盟会員）

・通信サービス

高速インターネット ： ３１５社

ケーブル電話 ： １３７社

※Ｈ２０/３

CS

通信サービス

・放送サービス ： ３５７社
高速インターネット

光ファイバー / 同軸ケーブル

◇加入世帯数
ケーブル電話

※総務省データ（Ｈ２０/３）

デジタル 放送

アナログ放送

放送サービス
・通信サービス

高速インターネット ： ３８６万件

ケーブル電話 ： １７２万件

・自主放送サービス ：２，２００万世帯
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（ご参考） ２.ケーブルテレビの事業概要＆事業規模

ケーブルテレビ事業者形態

事 業 規 模
※連盟データ（Ｈ２０/３）

ケ ブルテレビ事業者形態

・MSO（統括運営会社）所属 ： ４５社

総接続世帯

（≒自主放送受信）
事業者数 総接続世帯数

５０万～ ６（ ２％） ５８６（２７％）

※Ｊ：ＣＯＭ、ＪＣＮ、Ｍｅｄｉａｔｔｉ、ＣＮＣｉ

独立運営会社 ３１３社

１０万～５０万 ５０（１４％） ９５３（４３％）

１万～１０万 １６３（４５％） ５９０（２７％）・独立運営会社 ：３１３社

※事業区域は行政区域単位が多い

１万～１０万 １６３（４５％） ５９０（２７％）

～１万 １３９（３９％） ５７（ ３％）

計 社

社団法人日本ケーブルテレビ連盟 概要

計 ３５８社 ２,１８６万

・ケーブルテレビ事業者（正会員） ： ３６４社 （全国１２支部） ※含ＭＳＯ：４社、広域事業者：２社

・番組供給事業者（正会員） ： ６７社

・賛助会員 ： ８４社
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・賛助会員 ： ８４社



（ご参考） ３.サービス内容

通信サービス
※連盟データ（Ｈ２０/３）

・高速インターネット ３８６万件

内訳 ～１００Mbps ３８３万件

１００Mbps～ ３万件p 万件

・ケーブル電話 １７２万件

内訳 プライマリー電話 １６６万件

セカンダリー電話 ６万件

放送サ ビス放送サービス

・総接続世帯数 ２,９８６万世帯

内訳 自主放送受信世帯 ２,１９７万世帯

※総務省データ（Ｈ２０/３）

訳 自 放送受信世帯 , 世帯

(内有料多チャンネル契約世帯 ７００万世帯)

(内電波障害対策委託業務対象世帯 ６５０万世帯）

電波障害対策施設加入世帯 ７８９万世帯
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電波障害対策施設加入世帯 ７８９万世帯


